
地域連携モーダルシフト等促進事業 FAQ
＃ 種別 質問内容 回答内容 備考

1 公募 補助金の交付決定はいつ頃になりますか。 公募期間について、A期間（5/1～5/23）およびB期間（5/24～6/9）に分けたうえで、それぞれの
期間ごとに審査・採択を実施いたします。A期間の場合は6月中旬頃、B期間の場合は7月上旬頃の
交付決定を予定しています。

2 公募 事業実施状況について事務局に途中報告する必要はありますか。 事業実施状況は、途中で報告していただく予定であり、様式第８「補助金事業経費の使用状況報
告書」を提出していただく想定です。頻度・期日については、計画審査の採択決定通知の際にご案
内します。

3 公募 他の国庫補助金との併用は可能でしょうか。 他の国庫補助金や地方自治体補助金で補助対象となる経費(工事費、設備費、整備費、業務
費、事務費)に対して、本補助金を併用することはできません。

4 公募 2次公募の予定はありますか。 採択数や予算の配分は、執行状況に応じて事務局にて検討するため、現段階では２次公募の予
定の有無をお伝えできません。

5 補助対象
事業

公募要領における荷主とはどんな事業者を指しますか。 本公募要領における荷主は、「物資の流通の効率化に関する法律(以下、新物効法)」における荷主
の定義と同じです。新物効法においては、第一種荷主及び第二種荷主は以下のように定義されてい
ます。一般的には、物流事業者（運送事業者、貨物利用運送事業者、倉庫業者）を除き、貨物
の運送を委託する者は第一種荷主に該当し、（物流事業者を除き）運転者から継続的に貨物を
受け取る者は第二種荷主に該当します。
（以下、参照条文）
第三十条
八 第一種荷主 自らの事業（貨物の運送の事業を除く。）に関して継続して貨物自動車運送事
業者又は貨物利用運送事業者（第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者
及び貨物利用運送事業法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業
者をいう。以下同じ。）に貨物の運送を行わせることを内容とする契約（貨物自動車を使用しない
で貨物の運送を行わせることを内容とする契約を除く。）を締結する者をいう。

九第二種荷主 次に掲げる者をいう。
イ 自らの事業（貨物の運送及び保管の事業を除く。ロにおいて同じ。）に関して継続して貨物
（自らが貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託する貨物を除く。ロ及び
第三十七条第四項において同じ。）を運転者（他の者に雇用されている運転者に限る。以下この
号において同じ。）から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者
ロ 自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させ
る者

6 補助対象
事業

協議会を組成するときの要件は存在しますか。 地方公共団体が１自治体以上かつ荷主もしくは物流事業者が2社以上参画していることを必須と
します。

7 補助対象
事業

協議会にはどのような団体が参加できますか 地方公共団体・荷主・物流事業者の他に、産業団体・経済団体・設備機器メーカー・システムベン
ダー・リース事業者・コンサル事業者等も協議会への参画が可能です

8 補助対象
事業

協議会に参画する事業者は法人格を有している必要がありますか 協議会に参画する事業者は法人格を有している必要はありません

9 補助対象
事業

個人事業主も協議会へ参画することができますか 個人事業主も協議会への参画は可能です。ただし、申請の際に確定申告書等の提出が必要となり
ます

10 補助対象
事業

協議会の幹事者は地方公共団体である必要はありますか。 協議会の幹事者は必ず地方公共団体である必要はありません。

11 補助対象
事業

申請後、協議会の構成員を変更することは可能でしょうか。 幹事者及び協議会構成員については、特段の理由があると事務局が承認した場合を除き、間接補
助事業として採択された後に変更することはできません。

12 補助対象
経費

補助対象に該当するものはどういったものになりますか？ 調査・分析に関する経費、協議会運営に関する経費、事業計画立案に関する経費、設備/機材に
関する経費(購入/レンタル/リース/サブスクリプション)、物流拠点整備経費、システムに関する経費
(導入経費/サブスクリプション)、倉庫建築費、倉庫賃料、トラック購入費、輸送機関運賃(トラック/
鉄道/船舶/航空機等)、消耗品(緩衝材/ロープ等)購入費、等

13 補助対象
経費

採択される前に着手している事業でも、補助対象になりますか。 事業期間内(交付決定日から令和8年2月13日頃まで)に契約・発注し、検収・支払いが完了する経
費が補助対象となります。交付決定より前に契約・発注を行った経費については、補助対象外となり
ます。そのため、採択された後であっても、交付決定前までに契約・発注した経費については、補助対
象外となりますのでご注意ください。

14 補助対象
経費

着工は今年度内、検収が次年度以降となる場合、補助対象になりますか。 事業期間内(交付決定日から令和8年2月13日頃まで)に検収・支払いが完了しない経費については
補助対象外となります。

15 補助対象
経費

コンサル事業者のコンサルティング費用は補助対象経費に含まれますか。 補助対象経費の中には、コンサルティング業務に対する専門家経費も含まれます。

16 補助対象
経費

初期費用の他に月額費用が発生する場合も補助対象となりますか。 物流関連の設備/機器やシステムのサブスクリプションやレンタル等の月額費用も補助対象となります
（ただし、事業期間内に契約・発注し、検収・支払いを完了したもののみ）

17 補助対象
経費

設備投資に当たって、リースを活用することは可能でしょうか。 ファイナンスリース等の利用は可能です。ただし、下記の要件を全て満たすことが必要です。
・リース会社が協議会へ参画の上、本事業の共同申請者となること
・リース料等から補助金相当分が減額されていること
・法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であること

18 補助対象
経費

支払いのための振込手数料は補助対象になりますか？ 補助対象経費には含まれません

19 申請書類 申請時点で見積書が必要でしょうか。 申請時点で、見積書を提出いただく必要があります。また、原則として相見積もりの提出も必要とな
ります

20 申請書類 設備/機器の購入先や金額について、交付決定後の変更は可能でしょう
か。

変更可能ですが、計画変更の承認書類を求める場合があります。なお、交付申請時の費用を超過
することはできません。詳細は事務局まで個別にお問い合わせください。

21 補助金の
支払い

補助金はいつ支払われますか。 実績報告書の提出を受け、審査等を行い、支払うべき補助金額が確定した後に支払われます。

22 補助金の
支払い

補助金はどのように受け取れますか。 指定口座への銀行振り込みとなります。

23 補助金の
支払い

申請者への補助金の振込はどのように行われますか。 原則として、協議会に対する補助金は、事務局から幹事者に対して支払われます(構成員に対する
補助金の分配は幹事者が行う必要がありますのでご注意ください)。ただし、止むを得ない事情がある
場合等、例外として構成員ごとの支払いを認める場合があります

24 補助金の
支払い

補助金の概算払いは可能ですか。 補助金の支払については、原則として本事業終了後に間接補助事業の実績報告書の提出を受け、
補助金額の確定後の精算払いとなります。ただし、予期せぬ事情等により事業実施途中での概算
払いが必要となる場合で、正当な理由が認められた場合については、概算払をすることができます


